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臨床研修医募集定員の設定を取り巻く現状等

現状 ⇒ 課題

近年、国が設定する募集定員数が減少〔R4 193人→R5 189人〕する中で、県内の臨床研修病院が希望する募集定員数は

増加傾向〔R4 192人→R5 205人〕にある。

令和4年度開始分までは国が設定する募集定員が臨床研修病院の希望数の合計を上回っていたが、令和5年度開始分に

なり初めてその数が逆転するところとなった。

⇒ これまで本県では国が策定した「臨床研修病院の募集定員の算定方法について」（最終改定：2020年4月）を踏

襲して配分を決定してきたが、国の設定を超える希望数が生じた場合の対応について具体的な取り決めがない。

国が設定する令和5年度開始分の募集定員には、基本配分数に上乗せが可能なものとして、①コロナの影響を踏まえ

た加算（5名まで；全病院に配分可）と②医師少数区域に所在する基幹型臨床研修病院が令和4年度よりも募集定員を増加

させる場合の加算（10名まで；特定の条件を満たす病院にのみ配分可）があり、これらを有効に活用する必要がある。

今後の国の設定のあり方については見通しが不透明なので、今回は令和5年度開始分における算定方法のみを協議し、

令和6年度以降の開始分の一般的な算定方法については令和4年度に改めて議論することとしたい。

目標

研修開始年度 H31/R1 R2 R3 R4 R5

国が設定する募集定員 255 248 208 193 189*

臨床研修病院の希望募集定員 177 190 190 192 205

採用実績 137 166 161 168 －

希望募集定員－採用実績 40 24 29 24 －

*基本配分数の184名にコロナの影響を踏まえた加算5名を加えた数



令和5 年度から臨床研修を開始する研修医の募集定員上限の追加
（令和4年１月28日厚生労働省医政局医事課通知）
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新型コロナウイルスの影響を踏まえた募集定員上限の加算（コロナ加算）

• 令和5年度の募集定員上限〔本県 184人〕が、令和4年度の各都道府県が定めた臨床研修病院の募集定員〔本県 192

人〕を下回る都道府県において、募集定員上限の追加を希望する場合に、令和４年度の募集定員を限度として、令

和5年度の募集定員上限に、最大5人を加えることを可能とします。貴県は、最大5人の追加が可能となります。

医師少数県への加算（医師偏在加算）

• 「医師少数県」及び「医師少数区域」を有する県が、医師偏在対策として、以下の取組を実施する場合、医師少数

県は最大10人、医師少数区域を有する県は最大5人を加えることを可能とします。貴県は、最大10人の追加が可能と

なります。

① 医師少数区域に所在する基幹型臨床研修病院について、令和4 年度よりも募集定員を増加させる場合

② 医師少数区域以外の地域に所在する基幹型臨床研修病院について、当該県内の医師少数区域（＊）における研

修を12週以上行うプログラムを新設する場合、又はこの条件を満たす既存プログラムの定員増を行う場合

＊医師少数県が実施する場合は、医師多数区域以外の区域での実施であれば可とする。

令和5年度開始分における本県の募集定員上限

184名（募集定員上限）＋ 5名（コロナ加算） ＋ 10名（医師偏在対策加算） ＝ 199名

全病院が配分対象 条件あり（外数）
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0238643
テキストボックス
R4.1.26_医師臨床研修部会資料（医療政策課、一部改編）

0238643
テキストボックス
①栃木県：156人

0238643
テキストボックス
②栃木県：10人

0238643
テキストボックス
③栃木県：22人　(1)11人、(2)０人、(3)３人、(4)８人

0238643
テキストボックス
④栃木県：▲４人

0238643
テキストボックス
⑥栃木県：５人

0238643
テキストボックス
⑦栃木県：10人
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県医療政策課「臨床研修病院の募集定員の算定方法について」（R2.4）

1. 募集定員
（1）各臨床研修病院の基本定員（ ）＝過去3年間の受入実績の最大値（小児科・産科特例加算実績を除く）＋医師派遣等加算

（2）（3）・・・医師派遣等加算（省略）
（4）各病院の の合計（ = ∑ ）と医道審議会医師分科会臨床研修部会において了承された基本となる数（人口又は医学部入学定

員に応じた配分）と地域枠（奨学金貸与者数）に基づく配分の合計（ ）を比較≤ → 各臨床研修病院の基本定員は => → 各臨床研修病院の基本定員は = × ⁄
（5）各病院が希望する募集定員（  ）と（2）の基本定員 を比較≤ → 各臨床研修病院の募集定員（案）は => → 各臨床研修病院の募集定員（案）は =
（6）新たに基幹型臨床研修病院の指定を受ける場合、初年度の募集定員は2人
（7）小児科・産科研修プログラムの募集定員の特例加算（→各病院の加算を 、加算後の募集定員（案）を とする）

・（3）まで計算した値が20人以上の場合、それぞれ2人ずつ加算
（8）（7）までに算出した定員に関する調整（→全ての調整を行った後の各病院の募集定員（案）を とする）

①定員が1人の場合、募集定員の下限を2人に増員（→調整による各病院の変化分を とする）
②実績ある医師少数区域内病院への配分、③不適切事例による減員

2. 都道府県調整枠の配分
（1）国が定める各都道府県の募集定員配分可能数（ ）を超えない範囲で各病院に追加配分できる募集定員数 + ∑ − ∑
（2）各病院の募集定員の調整

①追加配分する場合は、追加配分を受ける病院の同意が必要
②ある病院の定員を減らし、他の病院に配分する場合は、双方の同意が必要
③1(8)①の調整により2人とした病院に追加配分する場合は、当該調整はなかったものとする
④研修体制に不適切な事例があり、減員した病院から追加配分の要望があった場合は、適切に対応する
⑤調整の結果、病院の募集定員を20人以上（1.(4)の調整を行う場合で、特例加算を希望する場合は16人以上）とした場合、別途4
人の産科・小児科プログラムの特例加算を追加（調整後20人未満とした場合は、特例加算は適用されない（1.(4)の調整を行う
場合、定員が16人以上の場合は希望により特例加算を適用））

⑥募集定員が0人の病院に定員を配分する際は、最低2人の定員を配分

3. 医師少数区域への配慮
募集定員の設定に当たっては、医師少数区域内の病院への影響が最小限となるよう配慮

（県医療政策課、一部抜粋）

調整方法が具体的でない



1. 基本配分〔174人〕

(1) 各病院の直近３か年の採用実績の最大値（＝基本定員[A]）を、国が算出した基本数[B]に応じて調整した上で、

各病院に配分する。

(2) １－(1)における配分数が20人以上の病院に対して、小児科研修プログラム２人分、産科研修プログラム２人分

を加算する。

2. 調整配分〔15人〕

各都道府県の募集定員配分可能数（医師偏在対策加算を除く）〔189人〕から基本配分数[G]の合算〔174人〕を除い

た数を調整配分枠〔15人〕として次の手順により各病院に配分する。

(1) 直近３か年の採用実績への配慮

１で配分した定員数が、基本定員（直近３か年の最大値）[A]の値に満たない病院に対して、当該値[A]に達するま

で、募集定員を配分する。

(2)医師派遣状況への配慮

２－(1)までに配分した定員数が、希望する募集定員に満たない病院であって、かつ、常勤の医師派遣数が20人以上

の病院に２人を上限に加算する。

3. 医師偏在対策のための追加配分（医師偏在対策加算）〔10人〕

厚生労働省が定める配分要件に合致する病院に対して、１及び２の合算が希望する募集定員に満たない場合、直近

の採用実績が高い順に優先して配分する。

1. 基本配分〔174人〕

(1) 各病院の直近３か年の採用実績の最大値（＝基本定員[A]）を、国が算出した基本数[B]に応じて調整した上で、

各病院に配分する。

(2) １－(1)における配分数が20人以上の病院に対して、小児科研修プログラム２人分、産科研修プログラム２人分

を加算する。

2. 調整配分〔15人〕

各都道府県の募集定員配分可能数（医師偏在対策加算を除く）〔189人〕から基本配分数[G]の合算〔174人〕を除い

た数を調整配分枠〔15人〕として次の手順により各病院に配分する。

(1) 直近３か年の採用実績への配慮

１で配分した定員数が、基本定員（直近３か年の最大値）[A]の値に満たない病院に対して、当該値[A]に達するま

で、募集定員を配分する。

(2)医師派遣状況への配慮

２－(1)までに配分した定員数が、希望する募集定員に満たない病院であって、かつ、常勤の医師派遣数が20人以上

の病院に２人を上限に加算する。

3. 医師偏在対策のための追加配分（医師偏在対策加算）〔10人〕

厚生労働省が定める配分要件に合致する病院に対して、１及び２の合算が希望する募集定員に満たない場合、直近

の採用実績が高い順に優先して配分する。
5

令和５年度募集定員の配分調整（案）
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令和4年度スケジュール（案）

令和4年
4月初旬 令和5年度募集定員について国への報告
4月下旬 令和5年度募集定員の決定
第3四半期～ 令和6年度以降の募集定員の算定方法に関する検討
12月 令和6年度募集定員の都道府県募集定員配分可能数の提示

令和5年3月 令和6年度募集定員の決定

○主な検討事項
今後も国が設定する都道府県募集定員配分可能数が減少する可能性があることを

踏まえて、県として次のような事項等について改めて検討が必要

・小児科及び産科研修プログラム特例加算の扱い（現行では基本定員の外数）

・地域枠定員の取扱い（現行では基本定員の内数）

・医師少数区域に所在する臨床研修病院への配慮のあり方
・医師偏在加算等がない（あるいは活用できない）場合の分配のあり方 等
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参考 令和5年度募集定員増を希望する臨床研修病院の状況

足利赤十字病院 国際医療福祉大学病院 新小山市民病院

定員（人）

R4
募集 11 19 2

採用 11 14 2

R5 希望 12 25（＋小児2、産科2） 4

病床数（床） 540 240 300

医師数（人）* 146.6（134） 153.8（130） 77.4（58）

研修・指導体
制等の状況

・令和3年度に提出された専門研修プ
ログラム年次報告書の内容から、
募集定員を12名にした場合にあっ
ても、研修体制等に支障がないこ
とを確認

・必修科目の指導医は全て揃ってい
る（小児科以外は2名以上）

・小児科指導医については、令和4年
度中に増員予定（1名→3名）

・研修管理委員会の構成員に全必修
科目の指導医を任命

・増員に対応可能な研修医用宿舎や
研修医室等を確保

・自院の指導医を増員（8→10）し、
指導体制を強化

・研修管理委員会に指導医資格を有
する副院長3名と小児科及び救急の
医師を追加で任命し体制を充実

・研修医室を新設
・研修医の診療録を指導医が確認し

た記録が残るよう令和4年度中にシ
ステム改修予定

・文献検索設備を整備予定

備考

・国際医療福祉大学医学部卒業生の
輩出を見据えた定員増希望

・令和2年度第3回栃木県医療対策協
議会において付された意見「指導
医による研修管理体制及び研修の
進捗を研修管理委員会で把握する
体制の構築など、質の高い研修を
実施できる体制であるか確認する
こと」

*「令和3年度栃木県病院医師現況調査」令和3年4月1日現在の常勤換算医師数（括弧内は常勤医師数）



令和５年度臨床研修募集定員の配分案について

R2年度
採用実績

R3年度
採用実績

R4年度
採用実績

A B C D E F G H I J K M

5 5 4 2 3 4 - 4 5 4 - 4 - 4 4 ▲ 1

12 12 12 12 12 12 - 11 12 11 - 11 1 - 1 12 12

60 60 58 53 58 49 - 54 60 54 - 54 4 2 6 60 60

小児科プログラム 2 2 - 1 1 1 - - - - 2 2 - 2 2

産科プログラム 2 2 - 0 2 0 - - - - 2 2 - 2 2

55 55 52 52 46 51 - 49 55 49 - 49 3 2 5 54 54 ▲ 1

小児科プログラム 2 2 - 1 0 2 - - - - 2 2 - 2 2

産科プログラム 2 2 - 0 0 2 - - - - 2 2 - 2 2

4 4 4 4 3 4 - 4 4 4 - 4 - 4 4

11 12 11 11 11 11 - 10 12 10 - 10 1 - 1 11 1 12

6 6 6 6 6 6 - 5 6 5 - 5 1 - 1 6 6

19 25 18 18 10 14 - 17 25 17 - 17 1 - 1 18 5 23 ▲ 2

小児科プログラム - 2 - - - - - - - - - - - - 2 2

産科プログラム - 2 - - - - - - - - - - - - 2 2

5 5 5 4 5 5 - 5 5 5 - 5 - 5 5

5 5 5 2 4 5 - 5 5 5 - 5 - 5 5

2 4 2 - - 2 - 2 4 2 - 2 - 2 2 ▲ 2

192 205 177 166 161 168 166 166 193 166 8 174 11 4 15 189 10 199 ▲ 6

☆医師偏在対策加算の対象となり得る病院 ＋

15

||

※1　小児科プログラム・産科プログラムの希望定員数については、一律に2人として整理している。 189 10

※2　小児科プログラム及び産科プログラムの採用実績は、基本定員の算定に含まない。

※3　令和5年度の都道府県別募集定員の上限算出に当たり、厚生労働省が算出した基本数（人口又は医学部入学定員に応じた配分）156人と地域枠による加算10人を合計した数。

※4　全病院が配分対象となる募集定員189人（募集定員配分可能数）から、基本配分数（G）の合算174人を引いた数。

※5　基本配分数（G）が基本定員（A）の値に満たない病院に対して、当該値（A）の値に達するまで募集定員を配分する。

※6　上記「※5」までに算定した配分数が希望する募集定員に満たない病院であって、かつ令和３年12月末時点における常勤の派遣医師数が20人以上の病院に２名を加算する。

※7　医師少数区域に所在する基幹型臨床研修病院について、令和4 年度よりも募集定員を増加させる場合に配分可能な数（最大10人まで）（条件合致は足利赤十字病院及び国際医療福祉大学病院）。

令和５年度募集定員の配分（通常分）

希望定員
数との差
（参考）

基本配分数

(E+F)

調整配分数

(H+I)

過去３か年
の採用実績
への配慮
（※5）

医師偏在
対策加算
による配

分数

（※7）

R5募集
定員案

(K+M)

医師派遣
状況への
配慮

（※6）

R5募集
定員

[算定結果]

(G+J)

基本定員
（※2）

直近３か年の
採用実績の最

大値

芳賀赤十字病院

配分可能数

調整配分数（※４）

基本数＋地
域枠加算数

（※3）

按分計算

(A×B/ΣA)

R5年度
希望定員数
（小児科・
産科除く）

募集定員案

CとDを比較し
て少ない方の

値

小児科・産
科研修プロ
グラム加算

配分可能数

R5年度
希望定員数
（※1）

足利赤十字病院☆

佐野厚生総合病院

国際医療福祉大学病院☆

上都賀総合病院

済生会宇都宮病院

自治医科大学附属病院

獨協医科大学病院

とちぎメディカルセンターしもつが

計

R4年度
募集定員数
（参考）

新小山市民病院

病院名

那須赤十字病院

＜

＜


